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議案第１号

平成２４年度八幡市一般会計予算

平成２４年度八幡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,920,000 と定める。千円

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」に

よる。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、2,000,000 と定める。千円

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用

平成２４年３月５日提出

堀 口 文 昭八幡市長
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第１表 歳入歳出予算
歳 入

款 項 金 額

千円１ 市 税 9,131,265

4,205,500１ 市 民 税

3,602,755２ 固 定 資 産 税

93,000３ 軽 自 動 車 税

431,000４ 市 た ば こ 税

10５ 鉱 産 税

799,000６ 都 市 計 画 税

159,000２ 地 方 譲 与 税

46,000１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税

113,000２ 自 動 車 重 量 譲 与 税

39,000３ 利 子 割 交 付 金

39,000１ 利 子 割 交 付 金

25,000４ 配 当 割 交 付 金

25,000１ 配 当 割 交 付 金

8,400５ 株式等譲渡所得割交付金

8,400１ 株式等譲渡所得割交付金

628,000６ 地 方 消 費 税 交 付 金

628,000１ 地 方 消 費 税 交 付 金

3,800７ ゴルフ場利用税交付金

3,800１ ゴルフ場利用税交付金

66,000８ 自 動 車 取 得 税 交 付 金

66,000１ 自 動 車 取 得 税 交 付 金

20,000９ 地 方 特 例 交 付 金

20,000１ 地 方 特 例 交 付 金

3,268,00010 地 方 交 付 税

3,268,000１ 地 方 交 付 税

14,50011 交通安全対策特別交付金

14,500１ 交通安全対策特別交付金

291,46912 分 担 金 及 び 負 担 金

291,469１ 負 担 金
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款 項 金 額

千円13 使 用 料 及 び 手 数 料 402,937

363,529１ 使 用 料

39,408２ 手 数 料

3,993,30914 国 庫 支 出 金

3,791,938１ 国 庫 負 担 金

171,315２ 国 庫 補 助 金

30,056３ 委 託 金

1,427,36915 府 支 出 金

795,036１ 府 負 担 金

498,272２ 府 補 助 金

134,061３ 委 託 金

23,67016 財 産 収 入

23,641１ 財 産 運 用 収 入

29２ 財 産 売 払 収 入

1,60017 寄 附 金

1,600１ 寄 附 金

750,35118 繰 入 金

27,621１ 特 別 会 計 繰 入 金

722,730２ 基 金 繰 入 金

10,00019 繰 越 金

10,000１ 繰 越 金

274,31020 諸 収 入

6,001１ 延滞金、加算金及び過料

350２ 市 預 金 利 子

8,164３ 貸 付 金 元 利 収 入

10,860４ 受 託 事 業 収 入

248,935５ 雑 入

2,382,02021 市 債

2,382,020１ 市 債

22,920,000歳 入 合 計
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歳 出

款 項 金 額

千円１ 議 会 費 291,700

291,700１ 議 会 費

3,139,400２ 総 務 費

2,627,800１ 総 務 管 理 費

358,900２ 徴 税 費

108,900３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

12,200４ 選 挙 費

9,300５ 統 計 調 査 費

22,300６ 監 査 委 員 費

10,666,900３ 民 生 費

3,720,700１ 社 会 福 祉 費

4,201,300２ 児 童 福 祉 費

2,743,900３ 生 活 保 護 費

1,000４ 災 害 救 助 費

1,620,600４ 衛 生 費

566,500１ 保 健 衛 生 費

1,050,000２ 清 掃 費

4,100３ 上 水 道 費

38,200５ 労 働 費

38,200１ 労 働 諸 費

134,900６ 農 林 水 産 業 費

134,800１ 農 業 費

100２ 林 業 費

83,900７ 商 工 費

83,900１ 商 工 費

1,392,600８ 土 木 費

44,100１ 土 木 管 理 費

316,400２ 道 路 橋 り ょ う 費

73,700３ 河 川 費
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款 項 金 額

千円４ 都 市 計 画 費 799,900

158,500５ 住 宅 費

676,500９ 消 防 費

676,500１ 消 防 費

2,111,70010 教 育 費

272,800１ 教 育 総 務 費

490,600２ 小 学 校 費

340,800３ 中 学 校 費

297,400４ 幼 稚 園 費

666,200５ 社 会 教 育 費

43,900６ 保 健 体 育 費

1,00011 災 害 復 旧 費

1,000１ 公 共 施 設 災 害 復 旧 費

2,732,60012 公 債 費

2,732,600１ 公 債 費

30,00013 予 備 費

30,000１ 予 備 費

22,920,000歳 出 合 計
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第２表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

証券発行の方 普通貸借又は証 5.0%以内 政府資金につい千円

法によって起 券発行。ただし （ただし、 ては、その融資
債する場合、 、証券発行の方 利率見直し 条件による。銀
発行価格が額 法による場合に 方式で借り 行その他の場合
面金額を下回 おいては、発行 入れる資金 には、その債権

旧八幡東小学校 るときは、そ 価格は額面金額 について、 者と協定するも
104,000

整 備 事 業 の発行価格差 １００円につき 利率の見直 のとする。ただ
による減額を ９８円５０銭以 しを行った し、市財政の都
うめるため必 上とする。 後において 合により、据置
要な金額を発 は、当該見 期間及び償還期
行価格に加算 直し後の利 限を短縮し、も
した額とす 率） しくは繰上償還
る。 又は借換するこ

とができる。

地 方 道 路 等
同上 同上 同上 同上800

整 備 事 業

街路整備事業 〃 〃 〃 〃20,200

男山第三中学校
〃 〃 〃 〃69,700

整 備 事 業

臨時財政対策債 〃 〃 〃 〃1,345,000

借 換 債 〃 〃 〃 〃842,320
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議案第２号

平成２４年度八幡市休日応急診療所特別会計予算

平成２４年度八幡市の休日応急診療所特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,100 と定める。千円

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

平成２４年３月５日提出

堀 口 文 昭八幡市長
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円１ 診 療 収 入 12,939

12,939１ 外 来 収 入

1２ 使 用 料 及 び 手 数 料

1１ 手 数 料

25,000３ 繰 入 金

25,000１ 一 般 会 計 繰 入 金

1４ 繰 越 金

1１ 繰 越 金

159５ 諸 収 入

100１ 納 付 金

59２ 雑 入

38,100歳 入 合 計

歳 出

款 項 金 額

千円１ 総 務 費 35,900

35,900１ 施 設 管 理 費

1,700２ 医 業 費

1,700１ 医 業 費

500３ 予 備 費

500１ 予 備 費

38,100歳 出 合 計
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議案第３号

平成２４年度八幡市駐車場特別会計予算

平成２４年度八幡市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,100 と定める。千円

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

平成２４年３月５日提出

堀 口 文 昭八幡市長
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円１ 使 用 料 及 び 手 数 料 16,000

16,000１ 使 用 料

99２ 繰 越 金

99１ 繰 越 金

1３ 諸 収 入

1１ 市 預 金 利 子

16,100歳 入 合 計

歳 出

款 項 金 額

千円１ 管 理 費 6,100

6,100１ 管 理 費

9,900２ 繰 出 金

9,900１ 一 般 会 計 繰 出 金

100３ 予 備 費

100１ 予 備 費

16,100歳 出 合 計
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議案第４号

平成２４年度八幡市国民健康保険特別会計予算

平成２４年度八幡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,560,800 と定める。千円

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、 1,000,000 と定める。千円

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２４年３月５日提出

堀 口 文 昭八幡市長
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円１ 国 民 健 康 保 険 料 2,234,447

2,173,107１ 国 民 健 康 保 険 料

61,340２ 国 民 健 康 保 険 税

610２ 使 用 料 及 び 手 数 料

610１ 手 数 料

1,741,566３ 国 庫 支 出 金

1,334,843１ 国 庫 負 担 金

406,723２ 国 庫 補 助 金

551,545４ 療 養 給 付 費 交 付 金

551,545１ 療 養 給 付 費 交 付 金

2,250,369５ 前 期 高 齢 者 交 付 金

2,250,369１ 前 期 高 齢 者 交 付 金

439,751６ 府 支 出 金

56,357１ 府 負 担 金

383,394２ 府 補 助 金

824,242７ 共 同 事 業 交 付 金

824,242１ 共 同 事 業 交 付 金

510,300８ 繰 入 金

510,300１ 一 般 会 計 繰 入 金

7,970９ 諸 収 入

650１ 延滞金、加算金及び過料

7,320２ 雑 入

8,560,800歳 入 合 計
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歳 出

款 項 金 額

千円１ 総 務 費 40,400

27,523１ 総 務 管 理 費

12,327２ 徴 収 費

550３ 運 営 協 議 会 費

5,641,370２ 保 険 給 付 費

4,981,000１ 療 養 諸 費

601,200２ 高 額 療 養 費

20３ 移 送 費

8,200４ 精神・結核医療付加金

44,550５ 出 産 育 児 諸 費

6,400６ 葬 祭 諸 費

1,034,800３ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

1,034,800１ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

1,280４ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等

1,280１ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等

50５ 老 人 保 健 拠 出 金

50１ 老 人 保 健 拠 出 金

413,172６ 介 護 納 付 金

413,172１ 介 護 納 付 金

849,695７ 共 同 事 業 拠 出 金

849,695１ 共 同 事 業 拠 出 金

93,333８ 保 健 事 業 費

72,215１ 特定健康診査等事業費

21,118２ 保 健 事 業 費

1,000９ 公 債 費

1,000１ 公 債 費

5,70010 諸 支 出 金

5,700１ 償還金及び還付加算金

450,00011 前 年 度 繰 上 充 用 金

450,000１ 前 年 度 繰 上 充 用 金

30,00012 予 備 費

30,000１ 予 備 費

8,560,800歳 出 合 計
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議案第５号

平成２４年度八幡市介護保険特別会計予算

平成２４年度八幡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,128,600 、千円

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,000 と千円

定める。

２ 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 200,000 と定める。千円

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額及び地域支援事業費の各項に計上した予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用

平成２４年３月５日提出

堀 口 文 昭八幡市長
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第１表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳 入

款 項 金 額

千円１ 保 険 料 1,028,100

1,028,100１ 介 護 保 険 料

94２ 使 用 料 及 び 手 数 料

94１ 手 数 料

779,182３ 国 庫 支 出 金

703,945１ 国 庫 負 担 金

75,237２ 国 庫 補 助 金

1,149,122４ 支 払 基 金 交 付 金

1,149,122１ 支 払 基 金 交 付 金

616,111５ 府 支 出 金

578,443１ 府 負 担 金

18,868２ 府 補 助 金

18,800３ 財政安定化基金支出金

29６ 財 産 収 入

29１ 財 産 運 用 収 入

554,900７ 繰 入 金

554,900１ 一 般 会 計 繰 入 金

979８ 繰 越 金

979１ 繰 越 金

83９ 諸 収 入

2１ 延滞金、加算金及び過料

1２ 市 預 金 利 子

80３ 雑 入

4,128,600歳 入 合 計
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歳 出

款 項 金 額

千円１ 総 務 費 45,900

5,500１ 総 務 管 理 費

5,000２ 徴 収 費

35,400３ 介 護 認 定 審 査 会 費

3,945,800２ 保 険 給 付 費

3,493,100１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費

233,500２ 介護予防サービス等諸費

5,100３ そ の 他 諸 費

79,300４ 高額介護サービス等費

8,600５ 高額医療合算介護サービス等費

126,200６ 特定入所者介護サービス等費

84,600３ 地 域 支 援 事 業 費

16,690１ 介 護 予 防 事 業 費

67,910２ 包括的支援事業･任意事業費

50,318４ 基 金 積 立 金

50,318１ 基 金 積 立 金

1５ 公 債 費

1１ 公 債 費

981６ 諸 支 出 金

980１ 償還金及び還付加算金

1２ 延 滞 金

1,000７ 予 備 費

1,000１ 予 備 費

4,128,600歳 出 合 計
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第１表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳 入

款 項 金 額

千円１ サ ー ビ ス 収 入 4,000

4,000１ 予 防 給 付 費 収 入

4,000歳 入 合 計

歳 出

款 項 金 額

千円１ 事 業 費 4,000

4,000１ 居 宅 介 護 支 援 事 業 費

4,000歳 出 合 計
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議案第６号

平成２４年度八幡市後期高齢者医療特別会計予算

平成２４年度八幡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,197,100 と定める。千円

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

平成２４年３月５日提出

堀 口 文 昭八幡市長
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円１ 後期高齢者医療保険料 576,800

576,800１ 後期高齢者医療保険料

100２ 使 用 料 及 び 手 数 料

100１ 手 数 料

618,200３ 繰 入 金

618,200１ 一 般 会 計 繰 入 金

1４ 繰 越 金

1１ 繰 越 金

1,999５ 諸 収 入

1１ 延滞金、加算金及び過料

1,997２ 償還金及び還付加算金

1３ 預 金 利 子

1,197,100歳 入 合 計

歳 出

款 項 金 額

千円１ 総 務 費 6,600

4,480１ 総 務 管 理 費

2,120２ 徴 収 費

1,188,300２ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

１ 後 期 高 齢 者 医 療 1,188,300
広 域 連 合 納 付 金

2,000３ 諸 支 出 金

2,000１ 償還金及び還付加算金

200４ 予 備 費

200１ 予 備 費

1,197,100歳 出 合 計
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議案第７号

平成２４年度八幡市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成２４年度八幡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目 平成２４年度末 年 間 一日平均

水源名称 給 水 人 口 給 水 戸 数 総 給 水 量 給 水 量

府営宇治 戸 ㎥ ㎥人

月 夜 田 50,294 19,824 4,836,090 13,250〃 木津
美 濃 山受水場系

府営宇治
美 濃 山 23,216 7,761 2,879,878 7,890〃 木津

美 濃 山浄水場系

（分水受水）京 都 市 443 197 54,662 150

（分水受水）久御山町 256 115 37,069 101

（分水受水）枚 方 市 24 11 3,201 9

合 計 74,233 27,908 7,810,900 21,400

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

千円第１款 水 道 事 業 収 益 １，２４７，７３６

千円第１項 営 業 収 益 １，２４５，５１５

千円第２項 営 業 外 収 益 ２，２００

千円第３項 特 別 利 益 ２１

支 出

千円第１款 水 道 事 業 費 用 １，２４７，９８５

千円第１項 営 業 費 用 １，１３１，６５１

千円第２項 営 業 外 費 用 ９４，１１９

千円第３項 特 別 損 失 １２，２１５

千円第４項 予 備 費 １０，０００
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（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額 382,181 は、当年度分消費税及び地方千円

千円、 千円消費税資本的収支調整額14,012 過年度分損益勘定留保資金 368,169

で補てんするものとする。）

収 入

千円第１款 資 本 的 収 入 ９４，９９８

千円第１項 企 業 債 ５５，６００

千円第２項 負 担 金 ４，０００

千円第３項 水 道 施 設 費 ３５，３９８

支 出

千円第１款 資 本 的 支 出 ４７７，１７９

千円第１項 建 設 改 良 費 ３６５，８１２

千円第２項 企 業 債 償 還 金 １０８，３６７

千円第３項 予 備 費 ３，０００

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

証券発行の方法 普通貸借又は証 5.0%以内 政府資金につい千円

によって起債す 券発行。ただし （ただし、 ては、その融資
る場合、発行価 、証券発行の方 利率見直し 条件による。銀
格が額面金額を 法による場合に 方式で借り 行その他の場合
下回るときは、 おいては、発行 入れる資金 には、その債権

第５次拡張 その発行価格差 価格は額面金額 について、 者と協定するも55,600
変 更 事 業 による減額をう １００円につき 利率の見直 のとする。ただ

めるため必要な ９８円５０銭以 しを行った し、企業財政の
金額を発行価格 上とする。 後において 都合により、据
に加算した額と は、当該見 置期間及び償還
する。 直し後の利 期限を短縮し、

率） もしくは繰上償
還又は借換する
ことができる。
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（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、300,000 と定める。千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。

千円１ 職員給与費 １７８，９２３

平成２４年３月５日提出

八幡市長 堀口 文昭









 

- 25 - 

 議案第８号 
 

平成２４年度八幡市下水道事業会計予算 
 

（総 則） 

第１条 平成２４年度八幡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）排水戸数             ３０，９４３戸 

 （２）年間総排水量        ８，１１６，０００㎥ 

 （３）主要な建設改良事業 

    （ア）公共下水道事業        ３１，５４３千円 

（イ）汚水管渠改築更新事業    １２６，７９０千円 

（ウ）雨水管渠改築更新事業      ８，４７５千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

   収        入 

第１款  下水道事業収益       １，４２７，８９９  千円  

           第１項  営業収益       １，２７９，９２２  千円  

          第２項  営業外収益        １４７，９６７  千円  

          第３項  特別利益              １０  千円   
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   支        出 

       第１款  下水道事業費用       １，４１８，８２２ 千円 

           第１項  営業費用       １，１５７，０５９  千円 

      第２項  営業外費用        ２４９，４６３  千円 

           第３項  特別損失                ７，３００  千円 

           第４項  予備費                 ５，０００  千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資 

本的支出額に対し不足する額 415,834 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 5,113 千円、過年度分損益勘定留保資金 333,917 千円及び当年度

分損益勘定留保資金 76,804 千円で補てんするものとする。） 

 

  収        入 

       第１款  資本的収入               ３５２，３０３ 千円 

           第１項  企 業 債              １５１，２００ 千円 

           第２項  工事負担金及び分担金       ４，０２０  千円 

           第３項  国庫補助金               ３３，０００  千円 

      第４項  他会計補助金            １６４，０８３  千円 

  支        出 

       第１款  資本的支出            ７６８，１３７ 千円 

           第１項  建設改良費             ２０４，５０８ 千円   

           第２項  固定資産購入費             ９，５４１  千円 
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           第３項  企業債償還金            ５５０，５８８  千円 

           第４項  出 資 金                   ５００  千円 

           第５項  予 備 費                 ３，０００  千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

 定める。 

 

 
起債の目的 限  度  額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道 
整 備 事 業 

 
千円 

 
 
 
 

 
113,700 

 

証券発行の方
法によって起
債する場合、
発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
による減額を
うめるため必
要な金額を発
行価格に加算
し た 額 と す
る。 

普通貸借又は
証券発行。た
だし、証券発
行の方法によ
る場合におい
ては、発行価
格は額面金額
１００円につ
き９８円５０
銭 以 上 と す
る。 

5.0% 以内
（ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る資金に
ついて、
利率の見
直しを行
った後に
おいては、
当該見直
し後の利
率） 

政府資金につい
ては、その融資
条件による。銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のとする。ただ
し、企業財政の
都合により、据
置期間及び償還
期限を短縮し、
もしくは繰上償
還又は借換する
ことができる。

流域下水道 
整 備 事 業 

37,500 同上 同上 同上 同上 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円 と定める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に 

 流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を 



 

- 28 - 

 経なければならない。 

（１）職員給与費   ７１，２９５千円 

（他会計からの補助金） 

第８条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額の 

上限は４９５，０００千円である。 

 

 

 

          平成２４年３月５日提出 

 

                                 八幡市長  堀 口 文 昭   
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